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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第95期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第94期

会計期間

自　平成20年
　　　４月１日
至　平成20年
　　　６月30日

自　平成19年
　　　４月１日
至　平成20年
　　　３月31日

売上高 (百万円) 10,997 49,988

経常利益 (百万円) 815 4,119

四半期(当期)純利益 (百万円) 214 1,570

純資産額 (百万円) 37,334 37,641

総資産額 (百万円) 62,193 65,342

１株当たり純資産額 (円) 640.77 642.37

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.72 41.60

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.15 37.42

自己資本比率 (％) 38.6 36.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,668 △740

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △328 △86

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,068 △356

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 12,317 10,039

従業員数 (名) 1,898 1,897

(注)　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,898(336)    

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

     ２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員数であります。

     ３　臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)    454         

(注) 従業員数は就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

　計測制御機器事業 7,801   

　FPD関連装置事業 1,087   

合計 8,889   

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、販売価格によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績(見込み生産を行っているものを除く)を事業の種類別セ

グメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

　計測制御機器事業 2,538  6,099  

　FPD関連装置事業 1,042  5,922  

合計 3,580  12,022  

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

　計測制御機器事業 7,918   

　FPD関連装置事業 2,975   

　不動産事業 103   

合計 10,997   

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

　関西電力㈱ 3,218  29.3  

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

大崎電気工業株式会社(E01752)

四半期報告書

 5/30



２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1) 経営成績の分析

当社の経営環境は、計測制御機器事業におきましては、主力取引先である電力会社向け製品でメーカー

間の競合状態が激しさを増しており製品販売価格の低下が続いていることに加え、原油価格や電気銅を

始めとする素材価格の高騰によるコスト増加要因が継続しております。また、燃料費の高騰や原発問題の

影響で顧客企業の収益力が低下していることや、改正建築基準法の影響で減少した住宅着工戸数の回復

遅れ等も当社製品の需要を低下させる要因となっており、依然として厳しい状況が続いております。

一方、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業におきましては、薄型テレビ等において大

画面化、高画質化、有機ＥＬテレビによる更なる薄型化やデジタルカメラ、携帯電話等の携帯機器の高機

能化などに需要が牽引され、受注環境は良好に推移してまいりました。

当第１四半期の経営成績は、売上高は１０９億９千７百万円となりました。一方、利益面につきまして

は、営業利益はＦＰＤ関連装置事業で原価率の上昇などもあり６億８千３百万円となりました。また、経

常利益は８億１千５百万円、四半期純利益につきましては２億１千４百万円となりました。

　

（当グループのセグメント別概況）

（計測制御機器事業）

当事業は配電盤等の盤製品は好調に推移しましたが、その他の電力会社向け製品の売上回復

が遅れていることにより売上高は７９億１千９百万円にとどまりました。なかでも、住宅着工戸

数の回復ペースの遅れ等により、家庭用電力量計や電流制限器の売上は低調に推移しました。営

業利益につきましては、配電盤等の盤製品の好調や製品構成の変化、加えて前期末に赤字の海外

子会社を整理したことなどもあり１億４千６百万円となりました。

　

（ＦＰＤ関連装置事業）

当事業は、主要な需要先である電気機器業界の設備投資が引き続き高い水準を維持したこと

により、売上高は２９億７千５百万円となりました。一方利益面につきましては、開発要素の高

い案件の売上高が当第１四半期に多く発生したため営業利益は４億７千３百万円となりまし

た。

　

（不動産事業）

当事業の売上高はほぼ横ばいで推移しており、１億２千９百万円となりました。営業利益は稼

働率の一時的な低下により６千３百万円となりました。

　

なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高２千６百万円を含めて表示し

ております。

　

　　　所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が

90％を超えているため記載を省略しております。　　

　

 なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期は、前期末と比較して総資産は３１億４千８百万円減少しました。主な内訳は、売上債権

の回収があり受取手形及び売掛金が５５億４千４百万円減少し、現金及び預金が２３億６千５百万円増

加したこと等であります。

　負債の部につきましては、支払手形及び買掛金が２５億７千７百万円減少したこと等により２８億４千

１百万円減少しました。

　その結果、自己資本比率は１．７ポイント増加し３８．６％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ２２億７千８百万円増加して　　　　　

１２３億１千７百万円となりました。

 (イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益８億５千２百万円に対し、売

上債権の減少額５５億４千４百万円、仕入債務の減少額２４億２千９百万円等により、３６億６千

８百万円の資金増加となりました。

　

 (ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出３億２千万円等により、

３億２千８百万円の資金減少となりました。

　

 (ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額６億９千４百万円、配当金の支払額

２億３千３百万円等により、１０億６千８百万円の資金減少となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更、及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は３億４千３百万円でありま

す。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除

却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,550,68438,550,684
東京証券取引所
市場第一部

―

計 38,550,68438,550,684― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　
新株予約権付社債

　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（2007年３月５日（チューリッヒ時間）発行）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 　 6,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記
転換価額で除した数

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　　　　　 1,423 (注)１

新株予約権の行使期間
自　2007年３月19日
至  2012年２月20日
(チューリッヒ時間) 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,423
資本組入額　  712

新株予約権の行使の条件 一部行使はできないものとする

新株予約権の譲渡に関する事項 本社債からの分離譲渡はできない

代用払込みに関する事項 　(注)２

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　(注)３

新株予約権付社債の残高(百万円) 　 6,000

(注) １　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発

行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式にお

いて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社の保有するものを除く。）の総数をいう。

　

既発行株式数 ＋
発行又は処分株式数×１株あたり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数

　
　　　　 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の

場合にも適宜調整されることがある。

　

２　本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本新株予

約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

　

３ (イ) 当社が組織再編等を行う場合、(ⅰ)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮し

た結果）法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であ

り、かつ(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出（租税負担を含む。）を当社又

は承継会社等（以下に定義する。）に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をし

て、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新た

な新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならない。かかる場合、当社は、当該組織再編等の効

力発生日において承継会社等が日本の上場会社となるよう最善の努力をしなければならない。「承継会社

等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を

引き受ける会社を総称していうものとする。
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　 (ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

　　　①新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株

予約権の数と同一の数とする。

　　　②新株予約権の目的である株式の種類

　　　　承継会社等の普通株式とする。

　　　③新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転

換価額は上記(注)１と同様の調整に服する。

   (ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使

した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通

株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領で

きるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他

の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られ

る数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

　 (ⅱ) 組織再編等の場合（当社及び承継会社等が上記(ⅰ)の代わりに本(ⅱ)の適用を選択した場合には、合

併、株式交換又は株式移転の場合を含む。）には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権

を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等

の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定め

る。

　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額は、

本社債の額面金額と同額とする。

　　　⑤新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日から当該効力発生日の14日後の日までの間の当社又は承継会社等が指定

する日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

　　　⑥その他の新株予約権の行使の条件

　　　　　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

　　　⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果

1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　⑧組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

　　　⑨その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

　

　 (ハ) 当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、

本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

  平成20年６月30日 ─ 38,550 ─ 4,686 ─ 4,768

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、次の法人から大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、以下

の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、実質所有状況の確認ができておりません。

①　平成20年４月21日付変更報告書（報告義務発生日　平成20年４月15日）

提出者又は共同保有者名
保有株式数
(千株)

株式保有割合
(％)

ＵＢＳ証券会社　東京支店 2 0.01

ユービーエス・エイ・ジー（銀行） 1,130 2.87

計 1,132 2.87

　

②　平成20年６月５日付変更報告書（報告義務発生日　平成20年５月30日）

提出者又は共同保有者名
保有株式数
(千株)

株式保有割合
(％)

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 2,060 5.34

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ(Barclays　
Global Investors, N.A.）

168 0.44

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド(Barclays　
Global Investors Ltd）

523 1.36

バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC Ltd）948 2.40

バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays　
Capital Securities Ltd）

34 0.09

バークレイズ・キャピタル証券株式会社 42 0.11

計 3,775 9.56
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式1,052,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式 280,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

36,797,000
36,797 ―

単元未満株式 普通株式 421,684 ― ―

発行済株式総数 38,550,684― ―

総株主の議決権 ― 36,797 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権４個）が含ま

れております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
大崎電気工業株式会社

東京都品川区東五反田
二丁目２番７号

1,052,000― 1,052,0002.72

(相互保有株式)
株式会社キューキ

福岡県福岡市南区清水
四丁目19番18号

280,000― 280,000 0.72

計 ― 1,332,000― 1,332,0003.45

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 506 737 775

最低(円) 413 498 630

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４

月１日　至　平成20年６月30日）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人原会計事務所により四半期

レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,052 1,686

受取手形及び売掛金 8,257 13,802

商品及び製品 2,075 1,919

原材料及び貯蔵品 1,863 1,621

仕掛品 5,558 6,260

預け金 8,265 8,352

その他 2,588 2,278

貸倒引当金 △114 △145

流動資産合計 32,545 35,776

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,417 6,532

機械装置及び運搬具（純額） 1,519 1,627

土地 12,011 12,015

その他（純額） 984 990

有形固定資産合計 ※1
 20,933

※1
 21,165

無形固定資産 771 791

投資その他の資産

投資有価証券 5,429 5,388

前払年金費用 95 73

その他 2,429 2,157

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 7,943 7,608

固定資産合計 29,647 29,565

資産合計 62,193 65,342

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,915 6,492

短期借入金 2,119 2,846

未払法人税等 241 971

賞与引当金 1,240 1,183

役員賞与引当金 15 36

製品保証引当金 128 128

その他 3,978 3,060

流動負債合計 11,638 14,719

固定負債

社債 6,000 6,000

長期借入金 1,864 1,945
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

退職給付引当金 763 720

役員退職慰労引当金 163 236

負ののれん 1,365 1,404

その他 3,063 2,674

固定負債合計 13,220 12,981

負債合計 24,858 27,700

純資産の部

株主資本

資本金 4,686 4,686

資本剰余金 4,768 4,768

利益剰余金 15,067 15,133

自己株式 △442 △439

株主資本合計 24,079 24,149

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 322 291

為替換算調整勘定 △378 △352

評価・換算差額等合計 △55 △61

少数株主持分 13,310 13,553

純資産合計 37,334 37,641

負債純資産合計 62,193 65,342
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(2) 【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 10,997

売上原価 8,171

売上総利益 2,826

販売費及び一般管理費 ※1
 2,142

営業利益 683

営業外収益

受取利息 13

受取配当金 60

負ののれん償却額 39

その他 54

営業外収益合計 168

営業外費用

支払利息 20

その他 15

営業外費用合計 35

経常利益 815

特別利益

貸倒引当金戻入額 27

その他 8

特別利益合計 36

税金等調整前四半期純利益 852

法人税、住民税及び事業税 229

法人税等調整額 180

法人税等合計 410

少数株主利益 226

四半期純利益 214
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 852

減価償却費 391

負ののれん償却額 △39

賞与引当金の増減額（△は減少） 57

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21

製品保証引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72

受取利息及び受取配当金 △74

支払利息 20

固定資産売却損益（△は益） △3

投資有価証券売却損益（△は益） △3

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） 5,544

たな卸資産の増減額（△は増加） 269

仕入債務の増減額（△は減少） △2,429

その他 △9

小計 4,525

利息及び配当金の受取額 74

利息の支払額 △17

法人税等の支払額 △913

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △320

有形固定資産の売却による収入 17

無形固定資産の取得による支出 △38

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 20

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △694

長期借入金の返済による支出 △80

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △233

少数株主への配当金の支払額 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,278

現金及び現金同等物の期首残高 10,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 12,317
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理の原則及び手続の変更

 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用

し、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が19

百万円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響については、当

該箇所に記載しております。

 

(2)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計

年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当第１四半期連結

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産 の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来通り賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

 

(3)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取り扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取り扱い」（実務対応報告第18

号）を当第１四半期連結会計期間から適用しており

ます。

　これによる損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前

連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率

等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

２　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関

しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方

法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の

低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

３　固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積り

を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。

　

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前

連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によってお

ります。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　　　
　　　　当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

　　　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数

等に関する平成20年度法人税法の改正に伴い、耐用年数

の見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より

機械装置の耐用年数を変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

25,899百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

25,628百万円

　２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

に対し、債務保証を行っております。

APPLIED METERS A.S.47百万円

OSAKI AMERICA INC.3

　　　　　　計 51百万円

　２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

等に対し、債務保証を行っております。

APPLIED METERS A.S.46百万円

OSAKI AMERICA INC.3

　　　　　　計 49百万円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

従業員給料手当・賞与 623百万円

賞与引当金繰入額 201

退職給付費用 32

役員退職慰労引当金繰入額 11

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,052百万円

預け金 　 8,265

現金及び現金同等物 12,317百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 38,550,684

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,057,582

　

　

３　新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 281 7.50平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　注記すべき事項はありません。
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(リース取引関係)

注記すべき事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

注記すべき事項はありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
計測制御
機器事業
(百万円)

FPD関連
装置事業
(百万円)

不動産
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,918 2,975 103 10,997 ― 10,997

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

0 ― 25 26 (26) ―

計 7,919 2,975 129 11,023 (26) 10,997

営業利益 146 473 63 683 ― 683

(注) １　事業区分の方法

　　　　 当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主要製品（役務の提供を含む）

事業区分 主要製品

計測制御機器事業
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、
監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連機器、
検針システム

ＦＰＤ関連装置事業 LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置

不動産事業 不動産の賃貸

３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」(会計処理の原則及び手続の変更)に記

載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間か

ら適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。この結果、従来の方法によった場合に比べ、「計測制御機器事業」の営業利益が19百万円減少しており

ます。 

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報
　の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

640円77銭 642円37銭

　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 5円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 5円15銭

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 214

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 214

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,495

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額(百万円)

―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)
　新株予約権付社債(転換社債型)　

 
 

4,216

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

大崎電気工業株式会社

取締役会　御中

　

　監査法人　原　会計事務所

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　松　　木　　良　　幸　　印

　

業務執行社員 公認会計士　　六　本　木　　浩　嗣　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大崎

電気工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大崎電気工業株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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